
独立行政法人造幣局（法人番号6120005008509）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

独立行政法人造幣局（以下「造幣局」という。）の主要事業は、経済取引の基礎となる貨幣の製造、

国家的記念事業として閣議決定を経て発行される記念貨幣の製造及び販売、国家が与える栄誉を

表象するにふさわしい品格等が求められる勲章の製造、消費者保護や貴金属取引の安定に寄与す

る品位証明である。

当法人は行政執行法人であり、役員は国家公務員の身分を有することから、役員報酬の水準を検

討するに当たっては、一般職の国家公務員との均衡を考慮し、一般職の職員の給与に関する法律

（以下「一般職給与法」という。）の指定職俸給表を基礎とした。

また、役員は、独立行政法人の経営責任を負うこと、事業規模が大きく（本局、さいたま支局、広島

支局を保有）業務が多岐にわたる造幣局を独立採算で健全に運営すること等を総合的に勘案し、理

事長については、指定職俸給表6号俸に相当する額以下の額、理事については、4号俸に相当する

額以下の額、監事については、2号俸に相当する額以下の額で理事長が決定するものとしている。

役員の報酬のうち俸給については、「役員報酬規程」において、主務大臣が行う業績評価の結果を

勘案し、当該役員の業務実績に応じた増減ができるよう規定している。

また、勤勉手当においても、当該役員の勤務成績に応じて、基礎額に理事長が定める割合を乗じ

て得た額としている。

役員報酬基準は、「役員報酬規程」において俸給、地域手当、通勤手当、単身赴任手
当、期末手当及び勤勉手当からなると規定されている。

俸給については、指定職俸給表6号俸（令和7年度：1,078,000円）に相当する額以下の
額としている。

地域手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末手当については、一般職給与法に準じ
た額としている。

勤勉手当については、基礎額に一般職給与法に準じて理事長が定める割合を乗じた
額としている。また、勤勉手当の総額は、一般職給与法第19条の7第2項第1号ロに定める
割合を乗じて得た額の総額を超えないこととしている。

なお、令和7年度においては、一般職給与法に定める指定職俸給表の適用を受ける者
の支給割合に準じて、期末手当については対前年度比で0.025月分引き上げ、勤勉手当
については対前年度比で0.025月分引き上げた。

役員報酬基準は、俸給を指定職俸給表4号俸（令和7年度：933,000円）に相当する額

以下の額とする以外は全て理事長と同様である。

令和7年度における改定内容についても理事長と同様である。

役員報酬基準は、俸給を指定職俸給表2号俸（令和7年度：794,000円）に相当する額

以下の額とする以外は全て理事長と同様である。

令和7年度における改定内容についても理事長と同様である。



２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

7,241 3,515 2,947
563
216

(地域手当)
(単身赴任手当)

令和7年7月9日 ◇
千円 千円 千円 千円

14,016 9,374 3,142 1,500 (地域手当) 令和7年7月10日 ◇
千円 千円 千円 千円

5,539 2,515 2,621 403 (地域手当) 令和7年6月30日 ◇
千円 千円 千円 千円

11,949 7,668 2,640
1,227

414
(地域手当)

(単身赴任手当)
令和7年7月1日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,588 9,528 2,887
1,525

648
(地域手当)

(単身赴任手当)
令和7年4月1日

千円 千円 千円 千円

15,459 9,528 4,406 1,525 (地域手当) 令和8年3月31日 ※
千円 千円 千円 千円

15,669 9,528 4,406
1,525

210
(地域手当)
(通勤手当)

千円 千円 千円 千円

4,583 2,079 2,171 333 (地域手当) 令和7年6月18日 ◇
千円 千円 千円 千円

11,362 7,448 2,236
1,192

486
(地域手当)

(単身赴任手当)
令和7年6月19日 ◇

注１：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

【主務大臣の検証結果】

役名
その他（内容）

B法人の長

C理事

B監事

C監事

A監事

前職

D理事

A法人の長

A理事

B理事

就任・退任の状況

理事長は、造幣局の運営全般について自ら意思決定を行い、独立採算で健全に

運営する責務を負っていることから、民間企業の役員報酬を参考としている指定職俸

給表を適用する職員に相当すると考えられる。また、当法人は、事業規模が大きく、か

つ、経済取引の基礎となる貨幣や、国家が与える栄誉を表象するにふさわしい品格等

が求められる勲章等を確実に製造するという重要な使命を担っていることを踏まえると、

報酬水準は妥当なものと考えている。

民間企業の役員に相当すると考えられる理事は、指定職俸給表を適用する職員に

相当すると考えられる。また、理事は、法人の長を補佐して当法人の業務を掌理し、担

当部門の業務の実績に係る評価が報酬に反映されるなど、経営責任を負うことから、

報酬水準は妥当なものと考えている。

民間企業の役員に相当すると考えられる監事は、指定職俸給表を適用する職員に

相当すると考えられる。また、監事は、造幣局の業務全般を監査し、その結果に基づ

き必要と認めるときは、主務大臣に意見を提出するなど、法人の健全な運営の一翼を

担うことから、報酬水準は妥当なものと考えている。

各役員は国家公務員の身分を有しており、本検証の対象となっている役員の報酬
水準は、国家公務員の報酬水準と同等となっている。その上で独立採算による事業
運営を通じて国庫納付がなされていること等と併せて、妥当なものと認められる。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

3,877 4 0 令和7年3月31日 1.0

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

法人の長

理事

監事

理事

　「独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総
務大臣決定）に基づき、在職した4年間における法人及び個人の業績等を踏まえ、財務大臣が当該
理事の所掌業務の評価から業績勘案率1.0を決定した。退職手当支給額は、｢役員退職手当規程｣に
基づき、当該業績勘案率を踏まえて決定されており、妥当なものと認められる。

法人での在職期間

判断理由

該当者なし法人の長

監事

役員の業績給については、俸給及び勤勉手当において、その仕組みを導入している。

今後も、引き続き、同仕組みを運用していく。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人は行政執行法人であり、職員は国家公務員の身分を有することから、職員の給

与水準を検討するに当たっては、一般職の国家公務員の給与を参酌し、かつ民間企業

の従業員の給与との均衡状況及び法人の業務の実績等を考慮しつつ労使交渉を経て決

定している。

毎年度人事評価を実施し、職員の勤務実績及び能力を適切に評価し、評価結果を翌

年度の昇給に反映させている。また、奨励手当（勤勉手当に相当）の支給に当たっては、

勤務成績に応じて増減を行っている。

「職員給与規程」にのっとり、俸給及び諸手当（扶養手当、地域手当、広域異動手当、

初任給調整手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、

超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び奨励手当）

としている。

期末手当については、期末手当基礎額（俸給及び扶養手当の月額＋これらに対する

地域手当及び広域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に期別支給

割合を乗じ、さらに基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割

合を乗じて得た額としている。

奨励手当については、奨励手当基礎額（俸給の月額＋これに対する地域手当及び広

域異動手当の月額＋役職段階別加算額＋管理職加算額）に基準日以前6か月以内の

期間におけるその者の勤務成績に応じた割合を乗じて得た額としている。

（１）6月25日に中央労働委員会から提示された令和7年度新賃金に関する調停案

の受諾に基づき、4月1日に遡及して基準内賃金を3.43％相当額（12,036円）

引き上げた。

（2）本局において国の地域手当の支給割合に対する造幣局の地域手当の支給

割合の比率がさいたま支局及び広島支局よりも低い水準にあるため、4月1日に

遡及して地域手当の本局（大阪市）の支給割合を10.0％から10.1％へ引き上げた。

（3）一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、4月1日から、

扶養手当のうち、配偶者の場合の支給月額を2,000円引下げ（3,600円→

1,600円）、子の場合の支給月額の場合の支給月額を1,000円引上げ

（6,100円→7,100円）を実施した。

（4）一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、賞与の支給

月数を対前年度より0.05か月分引き上げた。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再任用職員を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

607 44.1 6,867 4,886 81 1,981
人 歳 千円 千円 千円 千円

249 45.0 7,565 5,353 78 2,212
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 47.8 8,004 5,652 0 2,352
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 45.1 7,418 5,252 130 2,166
人 歳 千円 千円 千円 千円

339 43.2 6,309 4,512 84 1,797
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 46.8 6,377 4,581 93 1,796
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 56.8 9,818 6,989 0 2,829

人 歳 千円 千円 千円 千円

82 63.5 4,525 3,740 114 785
人 歳 千円 千円 千円 千円

27 63.6 4,879 4,010 118 869
人 歳 千円 千円 千円 千円

55 63.4 4,352 3,608 112 744
人 歳 千円 千円 千円 千円

― ― ― ― ― ―

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 50.1 3,828 2,767 89 1,061
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 50.1 3,828 2,767 89 1,061
注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額。
注３：「工芸職種」とは図案及び原型の作成に関する専門的業務を行う職種、「技能職種」とは製造等の
　　　専門的業務を行う職種、「その他医療職種」とは診療所に勤務する医療職員の職種、「技術・調査
　  　専門職」とは調査、研究等を自律的に行うことにより、造幣局の事業運営等に関する企画及び立案等の
   　事務を支援する職種を示す。
注４：再任用職員のうち「その他医療職種」については該当者が2人以下であるため、当該個人に関する
　　　情報が特定されるおそれがあることから、「区分」欄以外は記載しないこととし、各区分の全体の人員、
　　　平均年齢及び令和７年度の年間給与額（平均）にも含めていない。
注５：「任期付職員」及び「在外職員」については該当する職員がいないため表を記載していない。
注６：常勤職員の「医療職種（病院医師）」、「医療職種（病院看護師）」、「教育職種（高等専門学校教員）」
　　　については該当する職員がいないため欄を記載していない。

区分

技術・調査専門職

常勤職員

うち賞与平均年齢

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：858人

技能職種

事務・技術

研究職種

うち所定内

工芸職種

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：607人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

その他医療職種
（看護師）

事務・技術

技能職種

その他医療職種
（看護師）

非常勤職員

再任用職員

事務・技術



③

注：②の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

（研究職員）

注：各年齢の該当者は、2人以下であるため、当該個人に関する情報を特定されるおそれがあることから、

　　　平均給与額については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、⑤ま
で同じ。〕



④ 職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

42 52.7 10,343

42 26.4 4,515

（研究職員）

平均
人 歳 千円

1 ― ―

2 ― ―

注：各職位の該当者は、当該個人に関する情報を特定されるおそれがあることから、平均年齢及び
　　　年間給与額については記載していない。

⑤ 賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

46.0 45.4 45.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

54.0 54.6 54.3

％ ％ ％

         最高～最低 56.2～47.2 58.1～45.0 57.2～47.2

％ ％ ％

53.7 53.7 53.7

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.3 46.3 46.3

％ ％ ％

         最高～最低 54.9～43.6 55.9～43.7 55.4～43.7

（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低
％ ％ ％

54.9 54.8 54.8
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.1 45.2 45.2
％ ％ ％

         最高～最低 47.3～43.7 47.2～43.8 47.2～43.8

注：管理職員については該当者なし。

―

　　・主任研究員 ―

平均年齢人員

　代表的職位

　　・本部課長

6,606～3,663

分布状況を示すグルー
プ

千円

年間給与額

11,786～7,891

最高～最低

　　・本部係員

平均年齢
年間給与額

最高～最低
千円

　代表的職位

分布状況を示すグルー
プ

人員

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

　　・本部課長

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

101.5

103.7

101.0

103.6

○研究職員

81.4

79.3

87.8

85.4

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域・学歴勘案

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

　当法人は、国の官署等と異なり、製造現場を持つ組織であることから、職
員の半数以上を技能職員が占めており、それを除いた事務・技術職員を
母数とすると、当該職員に占める管理職の割合が他の組織に比べて高く
なっており、所在する地域ではより高くなっていることによるものと考えられ
る。

給与水準の妥当性の検
証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0％】
（国からの財政支出額　0円、支出予算の総額　32,126百万円：令和7年度
予算）
【累積欠損額　0円（令和6年度決算）】
【管理職の割合　16.2％（常勤職員数235名中38名）】
【大卒以上の高学歴者の割合  68.1％（常勤職員数235名中160名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　18.6％】
　（支出総額　31,396百万円、給与・報酬等支給総額　5,851百万円：令和
6年度決算）
【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を参酌し、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定
されている。当法人の職員には、経済取引の基礎となる貨幣や、国家が与
える栄誉を表象するにふさわしい品格等が求められる勲章などを確実に製
造すること等が求められることを踏まえると、給与水準は適正なものである
と考えている。

（主務大臣の検証結果）
　対国家公務員指数は、100を僅かに上回っている。これは、造幣局職員
の半数以上を占める技能職員を同指数の算出において母数から除外して
いることと、事務・技術職員が集中して管理職に配置されており、当該職種
が管理職に占める割合が国と比べ高くなっていることが要因と考えられる。
　当法人の給与制度については、国に準じて運用されており、給与水準は
概ね適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていた
だきたい。

講ずる措置
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を参酌し、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定
されているところであり、今後も適正な給与水準の維持に努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案

・年齢・地域勘案

・年齢・学歴勘案

・年齢・地域・学歴勘案

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

国の水準を下回っている。

給与水準の妥当性の検
証

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　0％】
（国からの財政支出額　0円、支出予算の総額　32,126百万円：令和7年度
予算）
【累積欠損額　0円（令和6年度決算）】
【管理職の割合　0.0％（常勤職員数3名中0名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　66.7％（常勤職員数3名中2名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　18.6％】
　（支出総額　31,396百万円、給与・報酬等支給総額　5,851百万円：令和
6年度決算）
【検証結果】
（法人の検証結果）
　当法人の給与水準は、一般職給与法の適用を受ける国家公務員の給与
を参酌し、民間企業の従業員の給与及び業務の実績などを考慮して決定
されている。対国家公務員指数は100を下回っており、当法人の職員に
は、貨幣への搭載が可能な世界最高水準の偽造防止技術等の開発を目
指した研究を行うこと等が求められることを踏まえると、給与水準は適正な
ものであると考えている。

（主務大臣の検証結果）
 　各職員は国家公務員の身分を有しており、本検証の対象となっている
職員の給与水準は、国家公務員の給与水準と同等となっている。その上
で独立採算による事業運営を通じて国庫納付がなされていること等と併せ
て、妥当なものと認められる。

講ずる措置 特になし。



４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ　総人件費について

千円 千円

(A)
千円 千円

(Ｂ)
千円 千円

(Ｃ)
千円 千円

(D)
千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅴ　その他

区　　分 令和6年度 令和7年度

5,946,602

退職手当支給額
856,513 125,022

非常勤役職員等給与
436,850 509,061

給与、報酬等支給総額
5,851,157

注：本表（非常勤役職員等給与（Ｃ）欄）と財務諸表（附属明細書「役員及び職員の給与の
　　　明細」）の差異：財務諸表には人材派遣に係る支払費用は含まれていない。

福利厚生費
1,143,755 1,138,896

最広義人件費
8,288,275 7,719,581

（扶養親族がいない場合）

○22歳（大卒初任給）

月額232,000円 年間給与3,863,000円

○35歳（本局主事）

月額350,558円 年間給与6,000,000円

○50歳（本局課長補佐）

月額474,531円 年間給与8,232,000円

※ 扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者1,600円、子供１人につき7,100円）を支給

職員の業績給については、特別昇給及び奨励手当において、その仕組みを導入している。

今後も、引き続き、同仕組みを運用していく。

「給与、報酬等支給総額」について

賃金・給与、賞与等手当の増加等により、対前年度比は1.6％増加となった。

「退職手当支給額」について

定年の引上げに伴う定年退職者数等の減少により、対前年度比は85.4％減少となった。

なお、役員については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日

閣議決定）に基づき、独立行政法人造幣局役員退職手当規程を改正し、平成30年1月1日から

退職手当の調整率を100分の87から100分の83.7に引き下げており、また、職員については、国

家公務員退職手当法の改正により、平成30年1月1日から退職手当の支給水準が引き下げられ

ている。

「最広義人件費」について

上記の変動要因により、対前年度比は6.9％減少となった。

事務・技術職、研究職等の定年年齢は65歳である。当該職員については国家公務員法の改正

により、令和5年4月1日に定年年齢が60歳から65歳に引き上げられた。定年年齢の引上げに伴

い、60歳に達した管理職の職員は60歳に達した日の翌日以降最初の4月1日までに非管理職

に降任する制度を設けているほか、職員の基本給については60歳に達した年度の翌年度から7

割水準とすることとした。

特になし。


